
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料２ 草津市立地適正化計画 見直しの概要 

１．計画見直しの必要性（Ｒ４中間検証より） ２．見直しのポイント 

３．見直しの主な内容 

３（１）防災指針の検討 

≪災害リスクの高い地域の抽出と課題の整理≫ 
・災害ハザード情報と都市の情報を重ね合わせて、災害リスク

の高い地域等を抽出し、防災上の課題を整理 

≪防災上の課題解決に向けた取組方針≫ 
・今後計画されている施策や事業等を踏まえつつ、ハード･ソフトの両

面から、災害リスクを低減する取組を整理 

≪居住誘導区域の見直し≫ 
①居住誘導区域への人口集積は順調に推移し、防災指針やその他の

状況変化に伴い居住誘導区域を見直す必要性は生じていない 

⇒現行計画の設定方針や基本要件を踏襲 

②R3.3に 6地区を市街化区域に編入 ⇒6地区を居住誘導区域に追加 

≪都市機能誘導区域の見直し≫ 
①社会的ニーズが高い緑やオープンスペースは、市街地の集客性や

回遊性、心地よさ、防災性を高めるグリーンインフラとして重要 

⇒草津川跡地公園を都市機能誘導区域に追加 

②都市機能と人口をバランスよく誘導し、また、都市機能の集積に

よる相乗効果を生み出すためには、コンパクトな区域設定が有効 

⇒住居地域のうち、既に住宅が密集している範囲を除外 

３（２）居住誘導区域および都市機能誘導区域の見直し 

誘導区域の見直し案 

※JR 南草津駅周辺の
都市機能誘導区域
は変更なし 

凡 例 

都市機能誘導区域 

居住誘導区域 

国の制度改定に伴う防災指針の追加および、災害リス

ク分析等を踏まえた誘導区域の一部見直しを検討する。 

・詳細な災害リスク分析と防災まちづくりの検討 

・防災指針の検討内容や中間検証での考察を踏まえた居

住誘導区域と都市機能誘導区域の適正見直し 

○都市機能誘導区域 

・誘導区域見直しの考え方と方向性 

・上記を踏まえた設定方針、基本要件、

区域の変更案 

○居住誘導区域 

・誘導区域見直しの考え方と方向性 

・令和 3 年 3 月に市街化編入した地区を

対象とした追加指定の検討 

○防災指針 

・災害リスクの現状 

・防災・減災に向けた課題 

・防災まちづくりの取組方針 


